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諮問書 
 
 老人保健法（昭和 57 年法律第 80 号）附則第 3 条第 2 項及び第 4 条第 2 項の規定に基づ

き、下記のとおり、同法附則第 3 条第 1 項の政令で定める業務を追加するとともに、同法

附則第 4 条第 1 項の政令で定める率を改正することについて、貴会の意見をもとめます。 
 
 
1 老人保健法附則第 3 条第 1 項の政令で定める業務に「療養型病床群の整備」に対する

助成を加えること。 
2 老人保健法附則第 4 条第 1 項の政令で定める率を「1000 分の 4.6」から「1000 分の

4.2」に改めること。 
3 この改正は、平成 8 年 4 月 1 日から施行すること。 


